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令和３年度のいじめ認知について（報告）

県立十日町高等学校長
（松之山分校）

標記の件につきまして、下記のとおり報告いたします。なお、いじめ認知にあたって
は、下記の定義に照らし行っています。
本校では今後も、いじめ未然防止に向け、教職員研修会やいじめアンケート調査等を

複数回実施するなど、組織的に対応してまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し
上げます。

記

１ 令和３年度 本校のいじめ認知件数 １件

２ いじめの定義について（再確認願います）
（令和３年７月新潟県・新潟県教育委員会改定「新潟県いじめ防止基本方針」より）

（1）いじめの定義
いじめとは、いじめ防止対策推進法（以下「法」という。）第２条で、「児童等に対

して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係※１
にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響※２を与える行為（インターネット

を通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦
痛を感じている」とされている。
この定義を踏まえた上で、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かについては、表

面的・形式的ではなく、いじめを受けたとされる児童生徒の立場に立って判断する。

また、いじめには多くの態様がある※３－１ことから、いじめに該当するか否かを判断
するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」との要件を限定的に解釈することが
ないよう努める。

（2）いじめ類似行為の定義
「いじめ類似行為」とは、県条例第２条２項で、「児童等に対して、当該児童等が在
籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心
理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）

であって、当該児童等が当該行為を知ったときに心身の苦痛を感じる蓋然性の高いも
の※３－２」とされている。

※１ 「一定の人的関係」とは、 学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の児童生徒

や、塾やスポーツクラブ等当該児童生徒が関わっている仲間や集団（グループ）等、

当該児童生徒と何らかの人的関係を指す。
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※２ 「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌

なことを無理矢理させられたりすること等を意味する。

※３－１ 具体的ないじめの態様の例

・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる

・仲間はずれ、集団による無視をされる

・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする

・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする

・金品をたかられる

・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする

・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする

・パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等

※３－２ 具体的ないじめ類似行為の例

・インターネット上で悪口を書かれた児童生徒がいたが、被害児童生徒がそのことを

知らずにいるような場合など

（※１～※３－１は、国の「いじめの防止等のための基本的な方針」による）


